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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一の幅広の金属ストランド（６）又はこの幅広の金属ストランドより幅の狭い最大で二
の金属ストランド（６ａ、６ｂ）の選択的鋳造のための連続鋳造プラントであって、
　少なくとも一の分配容器（３）、振動装置（７）上に支持された一の鋳型（５）、及び
後続の一のストランドガイド（８）を備える前記連続鋳造プラントにおいて、
　前記連続鋳造プラントには、
　前記一の鋳型（５）、又は二の鋳型（５ａ、５ｂ）の選択的収容のための空間（２５）
と、
　二の振動装置（７ａ、７ｂ）と、
　前記振動装置（７ａ、７ｂ）及びストランドガイド（８ａ、８ｂ）の別々の、かつ、同
期した操作のための駆動装置（４１）を割り当てられた前記二のストランドガイド（８ａ
、８ｂ）と、
が配置され、
　前記二の振動装置（７ａ、７ｂ）のそれぞれは、振動を生じさせる駆動装置（４１）を
割り当てられており、該駆動装置（４１）は、振動の同期条件を設定するための同期装置
（４６）に接続され、
　前記振動の同期条件を設定するための前記同期装置（４６）は、中央演算ユニット（４
５）によって形成され、
　前記振動装置（７ａ、７ｂ）のそれぞれは、液圧アクチュエータとして構成された駆動



(2) JP 4908413 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

装置（４１）及び演算ユニット（４５）に信号線を介して接続された制御ブロック（４４
）を備えていることを特徴とする連続鋳造プラント。
【請求項２】
　前記振動装置（７ａ、７ｂ）のそれぞれは、鋳型（５，５ａ、５ｂ）を支持するための
支持ブロック（２６、２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、２６ｄ）及び中間材供給（冷却剤、電力
、信号線など）のためのクイックアクションカップリング装置（３７）を備え、少なくと
も一のセンタリング装置（３６）が、それぞれの前記支持ブロックの支持面及び前記鋳型
の対応する被支持面に配置されていることを特徴とする、請求項１に記載の連続鋳造プラ
ント。
【請求項３】
　鋳型の交換を行うための少なくとも一の操作装置（２７）が鋳造プラットホーム上に配
置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の連続鋳造プラント。
【請求項４】
　平行に延びる前記二のストランドガイド（８ａ、８ｂ）は、駆動されるローラ（１２、
１２ａ、１２ｂ）及び駆動されないローラ（１１）を有するガントリー（９ａ、９ｂ、１
０ａ、１０ｂ）を備え、前記駆動されるローラは駆動装置（５３）に接続され、二の前記
ガントリー（９ａ、９ｂ、１０ａ、１０ｂ）のローラの駆動装置は、前記駆動されるロー
ラ（１２、１２ａ、１２ｂ）の同期条件を設定するための同期装置（４６）に接続されて
いることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の連続鋳造プラント。
【請求項５】
　前記ストランドガイド内の駆動されるローラの同期条件を設定するための前記同期装置
（４６）は、中央演算ユニット（４５）によって形成されていることを特徴とする請求項
４に記載の連続鋳造プラント。
【請求項６】
　一の幅広の金属ストランドの鋳造の間に協働する二の前記ガントリー（９ａ、９ｂ、１
０ａ、１０ｂ）の前記ローラ（１１、１２、１２ａ、１２ｂ）又はローラの対は、共通の
保持フレーム（５４）又はセグメントフレームに支持されていることを特徴とする、請求
項４又は５に記載の連続鋳造プラント。
【請求項７】
　二の前記ガントリー（９ａ、９ｂ）のそれぞれにおける前記１対のローラの相対的に移
動可能なローラ、又は前記ローラの対のグループの相対的に移動可能なローラは、前記共
通の保持フレーム（５７）又はセグメントフレームに支持された、独立したローラ保持部
材（５５ａ、５５ｂ）に固定されていることを特徴とする、請求項６に記載の連続鋳造プ
ラント。
【請求項８】
　前記駆動されるローラ（１２ａ、１２ｂ）のそれぞれの駆動装置（５３）は、カルダン
シャフト（６２）を介して、前記ローラに接続され、前記ストランドガイド（８ａ、８ｂ
）の、互いに隣り合って延びる二の前記ガントリー（９ａ、１０ａ及び９ｂ、１０ｂ）の
半径方向外側に配置されていることを特徴とする、請求項４に記載の連続鋳造プラント。
【請求項９】
　少なくとも二の連続鋳造プラントの前記ストランドガイド（８ａ、８ｂ）が対になって
互いに隣り合って配置されている場合に、前記内側の駆動されるローラ（１２ｂ、１２ａ
）は、遊星ギヤ（６０）及びアンギュラーギヤ（６１）を介して前記駆動装置（５３）に
接続され、前記駆動装置は、前記ストランドガイド（８ｂ、８ａ）の、互いに隣り合って
延びる前記二のガントリーの上の半径方向に立ち上がった位置に配置されていることを特
徴とする、請求項８に記載の連続鋳造プラント。
【請求項１０】
　前記それぞれのストランドガイド（８ａ、８ｂ）は、平行して鋳造される二の幅の狭い
金属ストランド（６ａ、６ｂ）のうちの一方の横断分割のための、独立した分離装置（１
６ａ、１６ｂ）を割り当てられ、これらの分離装置のそれぞれが少なくとも一の分離要素
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（１７）を保持していることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の連続鋳
造プラント。
【請求項１１】
　前記それぞれのストランドに対する前記二のストランドガイド（８ａ、８ｂ）又はガス
切断ローラテーブル（２２ａ、２２ｂ）にまたがる二の前記分離装置（１６ａ、１６ｂ）
は、前記ストランドの搬送方向に前後に配置されていることを特徴とする、請求項１０に
記載の連続鋳造プラント。
【請求項１２】
　一の幅広の金属ストランド（６）の横断分割のための二の前記分離装置（１６ａ、１６
ｂ）のうちの少なくとも一方は、二の協働する分離要素（１７）を伴って設けられている
ことを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の連続鋳造プラント。
【請求項１３】
　前記ストランドガイド（８ａ、８ｂ）及び前記分離装置（１６ａ、１６ｂ）に続いて、
送出ローラテーブル（１５ａ、１５ｂ）が設けられ、該送出ローラテーブルは、前記スト
ランドの部片（スラブ）の搬送方向の変更のための横断搬送装置（１９、１９ａ、１９ｂ
）を割り当てられ、前記部片（スラブ）を前記ストランドの搬送方向に対して横方向に導
くことを特徴とする、請求項１～１２のいずれか１項に記載の連続鋳造プラント。
【請求項１４】
　前記分配容器（３）は、互いに所定の距離をおいて隣り合うように配置された、複数の
溶融金属の出口部（４９）を有し、該出口部には閉塞部材（５０）が割り当てられ、これ
ら閉塞部材は、信号線を介して前記中央演算ユニット（４５）に接続されるとともに、後
続の前記鋳型（５、５ａ、５ｂ）の鋳造形式の関数として起動可能であることを特徴とす
る、請求項１～１３のいずれか１項に記載の連続鋳造プラント。
【請求項１５】
　鋳造の開始に対して、二の擬似ストランド（２１ａ、２１ｂ）は前記ストランドガイド
（８ａ、８ｂ）によって前記鋳型（５、５ａ、５ｂ）の中に誘導され、二の前記鋳型（５
ａ、５ｂ）が使用される場合には、前記二の擬似ストランドは分離した擬似ストランドヘ
ッド（７５ａ、７５ｂ）を伴って設けられ、一の前記鋳型（５）が使用される場合には、
前記二の擬似ストランドは共通の擬似ストランドヘッド（７５）を伴って設けられること
を特徴とする、請求項１～１４のいずれか１項に記載の連続鋳造プラント。
【請求項１６】
　連続鋳造プラントにおいて、一の幅広の金属ストランド、又は、この幅広の金属ストラ
ンドより幅の狭い二の金属ストランドを選択的に鋳造する方法であって、
　少なくとも部分的に固体化した金属ストランドを形成するステップと、
　前記少なくとも部分的に固体化した金属ストランドを後続のストランドガイド中で支持
し誘導するステップと、
を有し、
　それぞれの金属ストランドを鋳造するための鋳造パラメータは、一の金属ストランドの
鋳造中及び二の金属ストランドの平行した鋳造中の両方において、個別に設定し、制御す
ることができることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　それぞれの個別の前記金属ストランドの鋳造のための鋳型の少なくとも一の振動パラメ
ータ及びそれぞれ個別の前記金属ストランドの鋳造速度は、個別に設定し、制御すること
ができることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　単一の幅広の金属ストランドの鋳造のためには、単一の鋳型が、前記連続鋳造プラント
に挿入され、少なくとも二の同期して操作される振動装置上に支持され、鋳造された金属
ストランドは、二の同期して操作されるストランドガイド中で支持されるとともに誘導さ
れ、
　二の幅の狭い金属ストランドの同時鋳造のためには、互いに独立した二の鋳型が、前記
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連続鋳造プラントの中に挿入され、それぞれのストランドに対して、さらなる前記振動装
置のうちの独立して操作される少なくとも一の振動装置上に支持され、鋳造された金属ス
トランドは、互いから分離して操作されるストランドガイド中で支持され、案内されるこ
とを特徴とする、請求項１６又は１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一の幅広の金属ストランド又はこれより幅の狭い最大で二の金属ストランド
の選択的鋳造のための連続鋳造プラントと、方法とに関する。連続鋳造プラントは、少な
くとも一の分配容器、振動装置上に支持された一の鋳型、及び後続の一のストランドガイ
ドを備えている。
【０００２】
　“幅広の金属ストランド”及び“これより幅の狭い金属ストランド”という文言は、こ
の明細書において、鋳造される幅広の金属ストランドの幅が、この幅広の金属ストランド
の代わりに同時に鋳造される２連の幅の狭い金属ストランドの幅の合計より大きい、とい
うことを意味することが理解できるであろう。例えば、このタイプの連続鋳造プラントに
よって、３０００ｍｍの幅を有する１連の幅広の金属ストランドを、又は代替的に、それ
ぞれが１３００ｍｍの幅を有する２連の金属ストランドを鋳造することができ、しかも、
２連の金属ストランドの鋳造においては、２連の金属ストランドは異なる幅を有すること
もできる。
【０００３】
　“金属ストランド”という文言は、好ましくは鋼のストランドを意味するものとして理
解されるが、例えばアルミニウムベースの金属又はアルミニウム合金のような、別の金属
のストランドであることもまた可能である。“連続鋳造プラント”という文言は、好まし
くは鋼の連続鋳造プラントを意味するものとして理解される。
【背景技術】
【０００４】
　幅広の鋼ストランドの鋳造のためのスラブ連続鋳造プラントの使用の可能性を増すため
に、１連の幅広の鋼ストランドだけでなく、この幅広の鋼ストランドの幅より小さい幅を
有する複数の鋼ストランドを選択的に鋳造できるように、鋳型を設計することが従来技術
から長きに亘って知られている。
【０００５】
　この目的のために、例えば、スラブ状の断面を有する既存の鋳型の中に、２枚の幅広の
側壁及び２枚の調節可能な幅の狭い側壁によって形成された鋳型キャビティと、互いから
離間するように分離された少なくとも二の鋳型キャビティを作るための少なくとも一の分
離要素とを挿入することが、特許文献１からすでに知られている。この分離要素は、スラ
ブ用鋳型の幅広の側壁の間に固定することができ、幅の狭い側壁を形成しており、この幅
の狭い側壁は、スラブ用鋳型の対向する幅の狭い側壁と同様に、鋳造方向に対する傾斜に
関して、ストランドの幅の関数として調節可能である。しかし、このタイプの連続鋳造プ
ラントにおいては、個々のストランドを平行して鋳造する生産条件で個別に作動すること
は不可能である。複数のストランドの１連に欠陥が生じたとき、例えばこのストランドの
ために鋳造速度を遅くする又は速める、又は振動特性を変えるように、このストランドの
ために特別に鋳造条件を変えることは不可能である。従って、この既知の実施形態の実質
的な欠点は、ストランドに欠陥が生じた場合に、すべてのストランドに対する鋳造パラメ
ータを変えなければならないこと、若しくは、特定の場合には、すべてのストランドに対
する鋳造作業を停止しなければならないことである。この実施形態の更なる欠点は、２連
のストランドが鋳造されているとき、異なる鋳造幅の場合には、分配容器への２つの鋳造
湯口の間の距離が固定されているために、鋳造湯口を本質的に中心に配置することが不可
能なことである。
【０００６】
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　特許文献２は、２連の金属ストランドを同時に鋳造するための連続鋳造プラントを開示
しており、２つの鋳型は位置的に互いに独立して、共通の昇降プラットホームの枠体に支
持されている。２つの鋳型はフットローラを割り当てられ、鋳造方向にはストランドを支
持し誘導するストランドガイドが続いている。昇降プラットホームは、振動装置を割り当
てられ、よって、両方の鋳型は共同して前以って決められた振動を必然的に実施すること
になり、従って、鋳造されるそれぞれの金属ストランドに対するパラメータ設定は不可能
となっている。
【０００７】
　特許文献３は、少なくとも２連の金属ストランドを同時に鋳造するための多連の連続鋳
造プラントを開示しており、ここでは隣り合う鋳造ストランドの間の距離が特殊な構造的
方法によって狭められており、分配容器の長手方向の長さを可能な限り短くしている。こ
れは、駆動ローラの駆動装置の特殊な配置という手段によって達成されている。一方、組
み合わされて作られた伝動シャフトが提案され、この伝動シャフトによってプラントの一
方の側からのすべての駆動が可能となり、他方、鋳造プラントの上に駆動装置を配置する
ことが提案されている。また、特許文献３は、対になった連続鋳造プラントに言及し、こ
の手段によってスラブ及びブルームを同時に生産することができる。同時に、このタイプ
のプラントの難しい操業条件が指摘されており、特に鋳造作業の初期段階において、溶湯
の供給とストランドの引抜きとは同時に行われなければならない。
【特許文献１】独国特許発明第２００３７８７号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第３７０６７２０号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第２７０２８９４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の１つの目的は、既知の従来技術の欠点を回避し、連続鋳造プラント及
び１連の幅広の金属ストランド又はこの幅広のストランドより幅の狭い最大で２連の金属
ストランドを、鋳造されるそれぞれのストランドの個々の要求が、鋳造される別の金属ス
トランドが適宜に結果として影響されることなく、特定的に実行され又は対応されつつ、
選択的に鋳造するための方法を改良することである。
【０００９】
　本発明の別の利点は、２連の幅の狭いストランドの並行鋳造において、一方のストラン
ドに欠陥が生じたときに、このストランドの鋳造は適宜に停止することができ、別のスト
ランドの鋳造工程は減産されることなく継続することができることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　最初に述べたタイプの連続鋳造プラントによれば、この目的は、連続鋳造プラントが一
又は二の鋳型を収容する空間を有し、二の振動装置及びこの振動装置及びストランドガイ
ドの個別の、かつ同期した操作のために割り当てられた駆動装置を有する二のストランド
ガイドが配置されていることによって達成される。
【００１１】
　また、互いに独立して機能的に操作可能な二の振動装置のそれぞれは、それぞれの鋳型
の安定した支持のために、それぞれの操作状況に同期して操作される複数の、しかし好ま
しくは二の振動装置を備えることができる。
【００１２】
　一又は二の鋳型を収容するための空間は、少なくとも二の振動装置によってストランド
の移動方向に範囲を定められる。２つの鋳型が配置される場合には、それぞれのストラン
ドの鋳造に対して一の鋳型に一の振動装置が割り当てられ、鋳型は互いに独立して同様に
操作される。１つだけの鋳型が幅広の金属ストランドを鋳造するために設けられる場合に
は、この鋳型は両方の振動装置上に支持され、同期して操作される。これは、単に構造的
理由による場合、幅の狭い金属ストランドを鋳造するためのそれぞれの鋳型が２つの振動
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装置上に支持され、これら２つの振動装置が互いから、鋳造された金属ストランドの通路
のためのフリースペースだけ離間されている場合には都合が良いが、鋳型は常に同期して
操作される。よって、この点では、１連の幅広の金属ストランドを鋳造するための鋳型は
４つの振動装置を割り当てられている。
【００１３】
　同様に、２つの幅の狭いスラブを鋳造する間、それぞれが鋳造される金属ストランドに
それぞれ割り当てられる２つのストランドガイドは互いに独立して操作される。支持のた
めに両方のストランドガイドを必要とする幅広の金属ストランドを鋳造する間、ストラン
ドガイドは同期して操作され、結果として横向きの金属ストランドの流れは当然に不可能
とすることができる。
【００１４】
　使用されるすべての鋳型は、好ましくは調節可能な鋳型として設計され、鋳造幅を設定
するための狭い側の調整装置と、幅の狭い側壁の少なくとも一方の上の、鋳造幅に依存す
るキャスティングコーン（ｃａｓｔｉｎｇ　ｃｏｎｅ）を設定するための装置とを有する
。
【００１５】
　単一の幅広の金属ストランドを鋳造する間、２つの振動装置の同期した操作を確保する
ため、２つの振動装置のそれぞれは、振動を生成する駆動装置を割り当てられ、この駆動
装置は振動の同期条件を設定するための同期装置に接続されている。２連の幅の狭い金属
ストランドを同時に鋳造する場合、又は、どのような理由によるものであっても、２連の
幅の狭い金属ストランドのうちの１連だけが鋳造される場合、同期装置は操作されず、最
適な鋳造条件が鋳造されるそれぞれのストランドに対して設定される。
【００１６】
　好ましくは、振動の同期条件を設定するための同期装置は中央演算装置によって形成さ
れる。
【００１７】
　それぞれの振動装置は、例えば圧力媒体で作動可能なシリンダーのような、液圧アクチ
ュエータを備える。制御ブロックは演算装置に信号線を介して接続され、演算装置からデ
フォルトの値が制御ブロックに送信される。振動装置は、例えば、圧力媒体で作動可能な
シリンダーの代わりに調節可能な偏心駆動装置を備えることができる。
【００１８】
　それぞれの振動装置は鋳型を支持するための支持ブロックを備え、関連材供給（冷却剤
、電力、圧力媒介線、信号線等）のためのクイックアクションカップリング装置、及び少
なくとも一の誘導及びセンタリング装置がそれぞれの支持ブロックの支持面上及び鋳型の
対応する被支持面上に配置される。このことは迅速かつ自動化された鋳型の交換を確実と
している。
【００１９】
　迅速かつ信頼性のある鋳型の変更は、鋳型の変更のための少なくとも一の操作装置、好
ましくは変更用保持部材が鋳造プラットホーム上に配置されるときに達成される。鋳型の
変更は、ストランドガイドの鋳型に続く第１の部分の同時の変更が適切である場合には、
鋳造プラットホームに割り当てられた屋内クレーンで行うことができる。
【００２０】
　一若しくは二の鋳型の収容のための空間には、互いに水平方向に狭い距離で平行に伸び
る２つのストランドガイドが直接続き、このストランドガイドによって、１連の金属スト
ランド又は２連の金属ストランドが、対向する側部を支持されて設けられている。これら
のストランドガイドは、いくつかの駆動されるローラと複数の駆動されないローラを有す
るガントリーを備え、駆動されるローラは駆動装置に接続され、二のガントリーのローラ
の駆動装置は駆動ローラの同期条件を設定するための同期装置に接続されている。
【００２１】
　近代的な連続鋳造プラントにおいて通常であるように、ガントリーは複数の連続するセ
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グメントに予備分割され、ストランドガイドの中の数対のローラの、大抵は１セグメント
当たり１個が駆動装置に取り付けられ、金属ストランドの調整された排出を意図された引
き抜き速度で可能としている。
【００２２】
　好ましくは、ストランドにおける駆動ローラの同期条件を設定するための同期装置は中
央演算装置によって形成される。
【００２３】
　ガントリーの好都合な改善において、幅広の金属ストランドの鋳造の間に協働する２つ
のガントリーのこれらのローラ又はローラの対は、共通の保持枠体又は連続するセグメン
ト枠体の中に支持されている。従って、２連の別々なストランドが鋳造されるときに、個
々の力が２連のストランドに加えられるが、それでもやはり２つのガントリーそれぞれの
１対のローラの相対的に可動なローラ、又はローラの対のグループの相対的に可動なロー
ラは、共通な保持枠体又はセグメント枠体に支持されている独立したローラ保持体に固定
される。
【００２４】
　各々の駆動されるローラの駆動装置は、カルダン軸又は別の駆動軸を介して駆動される
ローラに結合され、互いに隣り合って延びるストランドガイドの２つのガントリーの半径
方向外側に配置される。この目的のために設けられた空間が十分でない場合には、例えば
多錬の鋳造プラントの一以上のさらなるストランドガイドの配置によって、駆動されるロ
ーラを駆動装置に遊星ギヤ及びアングラーギヤを介して接続することもでき、互いに隣り
合って延びるストランドガイドの二のガントリー上の半径方向に立ち上がった位置に駆動
装置を配置することもできる。
【００２５】
　連続鋳造プラントの送出領域においては、各々のストランドガイドは、ストランドガイ
ドに続くガス切断ローラテーブル上において、並行して鋳造された二の幅の狭い金属スト
ランドのうちの一方の横断分割のための独立した分離装置を割り当てられ、これら分離装
置のそれぞれは少なくとも一の分離要素を保持している。スラブの横断切断の場合に通常
使用される分離要素はガス切断である。よって、２つの分離装置にとって、異なる鋳造速
度で同時に鋳造する２つの金属ストランドを、互いに独立して、適切な場合には異なる長
さのスラブ又はブルームに分割することも可能である。
【００２６】
　好ましくは、２つの分離装置はストランドの搬送方向に前後に配置され、それぞれの分
離装置が、平行に延びる２つのストランドガイド、又はこの領域に配置されたガス切断ロ
ーラテーブルを架橋し、従って、２つの分離装置は、並行して鋳造される金属ストランド
のうちの一方を独立して選択的に横断分割することができる。
【００２７】
　２つのうちの少なくとも１つの分離装置は、幅広の金属ストランドの横断分割のための
２つの協働する分離要素を伴って設けられ、それぞれのストランドに対する１つの分離要
素が、それぞれのストランドに対するトーチ切断ローラテーブルに割り当てられている。
幅広の金属ストランドの横断分割においては、切断はわずかに時間をずらして金属ストラ
ンドの端部から内側に道程を取るが、これは、既存の連続鋳造プラントの幅広の金属スト
ランドの横断分割の場合と同様である。この場合、第２の分離装置は待機位置にある。
【００２８】
　代替的な実施形態によれば、２つの分離装置は互いに隣り合って配置され、分離切断の
間は、ガス切断ローラテーブルの上に距離をおいて配置された走行路上をストランドの搬
送方向に移動する。幅広の金属ストランドの共通の横断分割の間の移動行動を同期させる
ために、２つの分離装置は、好ましくは電気液圧式に起動された機械的結合によって結合
されている。また、２つの分離装置は、別々の移動用駆動装置を伴って設けられ、これら
移動用駆動装置は、中央演算ユニットによって制御された同期装置を割り当てられている
。好ましくは、それぞれの分離装置は少なくとも１つの分離要素を備え、この分離要素は
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、好ましくはガス切断機によって形成されるとともに、移動用駆動装置上に配置され、鋳
造された金属ストランドの搬送方向に対して横方向の動きを可能とし、１つの分離装置の
これら分離要素のうちの少なくとも１つの移動範囲は、さらなる分離装置の分離要素のう
ちの１つの移動領域に突出している。
【００２９】
　ストランドガイド及び割り当てられた分離装置には送出ローラテーブルが続き、送出ロ
ーラテーブルはストランド部片の搬送方向を変化させるクロス搬送装置を割り当てられ、
ストランド部片をストランドの搬送方向に対して横方向に離れるように導く。
【００３０】
　金属溶融物のための分配容器は、取鍋と鋳型との間に配置される。この分配容器は、一
直線上に配置されるとともに閉塞部材を割り当てられた複数の金属溶融物の出口部を有し
、これら複数の閉塞部材は信号線を介して中央演算ユニットに接続されるとともに、後続
の鋳型の鋳造形式の関数として起動可能であるように設計されている。閉塞部材は、通常
連続鋳造プラントにおいて使用されるような、薄板又はプラグによって形成されている。
【００３１】
　本発明による連続鋳造を開始するには、２つの擬似ストランドがストランドガイドによ
って１つの鋳型または２つの鋳型の出口側端部の中に挿入され、擬似ストランドは、２つ
の鋳型が使用される場合には、分離した擬似ストランドヘッドを伴って設けられ、一の鋳
型が使用される場合には、共通の擬似ストランドヘッドを伴って設けられている。
【００３２】
　既存の２連の鋳造プラントと比べると、本発明による構造を有する連続鋳造プラントは
次に示す利点を有している。
・ ３５００ｍｍまでのスラブ幅を有する金属ストランドの鋳造において、代替的に１６
００ｍｍまでの幅を有する２つの金属ストランドを同時に鋳造することができる。
・ プラントの設定において、建設及び鋼の構造のための経費を大幅に削減する。
・ 全ての作業の変型のためのコンパクトな分配部材を使用することができる。
・ 周囲の構造、特にストランドガイド（バナナ状部）が４倍の代わりに２倍のみで足り
る。
・ 連続鋳造プラントの投資額が全体で約２０％削減される。
【００３３】
　例えば最初に既に述べた特許文献１からの既知の従来型の２連鋳造プラントに比べて、
本発明による構造のタイプの連続鋳造プラントは、次に示す利点を有する。
・ 分離した独立なタイプの操業を、別々の鋳型、別々の振動装置、別々の駆動装置、及
び別々の切断装置によって最初に可能とする。
・ ２連の鋳造用鋳型において、金属ストランドの鋳造を互いに独立して行うことができ
る。
・ それぞれのストランドに対して独立して、湯漏れ対策が可能である。
・ 湯漏れの際には、一の（別の）ストランドで別の鋳造が可能である。
・ 鋳造湯口の交換を第２のストランドから独立して行うことができる。
【００３４】
　さらに、本発明は、連続鋳造プラントにおいて、１連の幅広の金属ストランド、又は、
この幅広の金属ストランドより幅の狭い２連の金属ストランドを選択的に鋳造する方法を
有し、少なくとも部分的に固体化した金属ストランドが鋳型の中で形成され、この少なく
とも部分的に固体化した金属ストランドが後続のストランドガイド中で支持され誘導され
る。本発明が基づく目的は、この場合、それぞれの金属ストランドを鋳造するための鋳造
パラメータを個別に設定し、制御することができることにおいて達成される。これは、単
一の幅広の金属ストランドの鋳造においては、対応する鋳造パラメータの同期した設定及
び制御から成り、２つの金属ストランドの並行する鋳造においては、対応する鋳造パラメ
ータの個々の設定及び制御から成る。
【００３５】
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　この場合、それぞれの金属ストランドの個別に調節可能で、制御可能な鋳造を基本的に
確実にする鋳造パラメータは、振動装置上のそれぞれの個別の金属ストランドの鋳型の振
動パラメータ及び鋳造速度又はそれぞれの金属ストランドの引き抜き速度である。
【００３６】
　生産の可能性における更なる適応性が、鋳造されるそれぞれの金属ストランドの横断切
断の形式の個別の制御可能性の故に、規定されたデフォルト値内で生じる。
【００３７】
　好ましくは、本発明による鋳造方法は、単一の幅広の金属ストランドの鋳造のためには
、個別の鋳型が、連続鋳造プラントに挿入され、少なくとも２つの同期して操作される振
動装置上に支持され、鋳造された金属ストランドは２つの同期して操作されるストランド
ガイド中で支持され、かつ案内され、２つの幅の狭い金属ストランドの同時鋳造のために
は、互いに独立した２つの鋳型が、連続鋳造プラントの中に挿入され、それぞれのストラ
ンドごとに、さらなる振動装置のうちの独立して操作される少なくとも一の振動装置上に
支持され、鋳造された金属ストランドは互いから分離して操作されるストランドガイド中
で支持され、かつ案内されることを特徴としている。
【００３８】
　本発明の更なる利点及び特徴は、添付の図面を参照しつつ、後述の限定されるわけでは
ない典型的な実施形態から収集することができる。
【００３９】
　１連の幅広の鋼ストランド又はこの幅広の鋼ストランドより幅の狭い２連のストランド
を選択的に鋳造するための本発明によるスラブの連続鋳造プラントが、その本質的なプラ
ントの構成部品において、プラントの長手方向の断面図の形で図１に示されている。この
連続鋳造プラントは、スラブ状の断面を有する１連又は２連の鋼ストランドの生産ステッ
プの順に、本質的に次の構成部品及び機能を備えている。
【００４０】
　液体の鋼のバッチを収容するための取鍋１から始まり、鋼の溶融物は制御された量でシ
ャドウ流路（ｓｈａｄｏｗ　ｃｈａｎｎｅｌ）２を介して分配容器３の中へ流れる。溶融
した鋼は制御された量で分配容器３から、冷却され、振動する一又は二の鋳型５の中へ、
複数の浸漬鋳造湯口４を通じて導入され、溶融した鋼の固体化が鋳型の内壁において開始
し、鋳型の内壁によって前以って決められた形状に従って、連続的に成長するストランド
の凝固殻及び液状の中心部を有する鋼ストランド６が形成される。鋳型５は振動装置７上
に支持され、この振動装置７から、鋳造される溶融鋼の鋳造速度及び鋼の量によって前以
って決められた、鋳造断面によって影響される振動が鋳型５に伝導される。鋼ストランド
６は、垂直に下方に向かい、鋳型５から出た後ストランドガイド８の中に支持され、誘導
され、さらに冷却され、垂直方向から水平方向へと向きを変えられる。ストランドガイド
８は、鋼ストランドの２つの広い側面を支持するためのガントリー（外側弧形部、内側弧
形部）９、１０を備え、これらガントリーは駆動されないローラと駆動されるローラとの
密な嵌合を有し、鋼ストランドのための搬送経路を形成する。２つのガントリーのローラ
１１、１２は、セグメント（ｓｅｇｍｅｎｔ）に結合され、ストランドガイドの中の互い
に連続した交換可能なセグメント枠体１３の中に支持されている。特に直線状鋳型５に関
しては、鋳型に続く第１のセグメントは屈曲領域１４として構成される。ストランドガイ
ド８は、直線化領域の後、ストランドガイドの最後の部分である送出ローラテーブル１５
に続く。分離装置１６の作動範囲においては、鋼ストランドの断面部分はすでに完全に固
体化しており、送出ローラテーブルはガス切断ローラテーブル２２として構成されている
。使用される分離要素１７は、ガス切断機１８である。このガス切断機の後続の搬送装置
１９においては、分離装置中で所定の長さに切断されたストランド部片が送出ローラテー
ブル１５の領域から取り外される。さらに、送出ローラテーブル１５の作動領域には、操
作部材２０が擬似ストランド２１の挿入のために設けられており、この擬似ストランド２
１が、鋳造作業が開始されるときに鋳型の出口部分を閉塞する。１連の幅広の鋼ストラン
ド又はこの幅広のストランドより幅の狭い最大で２連の鋼ストランドの選択的鋳造のため
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の本発明による連続鋳造プラントにおいては、これらの本質的なプラントの構成部品は、
さらに詳述するように、特別な方法で設計される。
【００４１】
　本発明による連続鋳造プラントの本質的中心構成部品は、１連の幅広の鋼ストランドを
鋳造するための鋳型、若しくはこのストランドより幅の狭い２連の金属ストランドを鋳造
するための鋳型、及びこれらの鋳型を支持する振動的に動く振動装置を形成する。これら
は、１連の幅広の鋼ストランドを鋳造するものについて図４に、幅広のストランドより比
較的幅の狭い２連の鋼ストランドを鋳造するものについて図２及び図３に図示されている
。図２及び図４は、一の鋳型５若しくは二の鋳型５ａ、５ｂを選択的に受け入れるための
連続鋳造プラントのマシンヘッド中の限定された空間２５を一点差線によって示し、この
限定された空間２５は、振動装置７の支持ブロック２６によってそれぞれの鋼ストランド
の鋳造方向Ｇに範囲を限られ、この振動装置の上に鋳型５又は２つの鋳型５ａ、５ｂが位
置する。鋳型は操作装置２７によってこの空間２５から容易に取り外すことができ、再度
挿入するか又は交換することができる。この交換作業に好適な操作装置は、対応する把持
装置及び鋳型の交換のための２つの保管場所を有する、交換部品搬送器、又は鋳造プラッ
トホーム２９（図１に示す）を操作する屋内クレーン３０のいずれかである。通常、鋳型
５、５ａ、５ｂは、２つの幅広の側壁３１及びこれら側壁の間に挟みつけられた２つの幅
の狭い側壁３２、３３を有している。
【００４２】
　１連の幅広の鋼ストランド６（図４に示す）を鋳造するための鋳型の場合には、互いに
対向して位置する２つの幅の狭い側壁３２、３３は鋳型の中心軸３４から同一の距離に配
置され、このことによって、対応する幅の狭い側の調整装置３５によって、この鋳型の中
心軸３４に対する鋳型の形式の対称的な設定及びコーンの設定が可能となるが、これは従
来の単錬ストランドのスラブの連続鋳造プラントの場合と同様である。この場合、鋳型５
は、同期した垂直方向の動きによって望ましい鋳型の振動を確保する４つの振動装置７ａ
、７ｂ上に支持されている。
【００４３】
　２連の鋼ストランドの選択的鋳造のための２つの鋳型５ａ、５ｂは、互いからできるだ
け近い距離で、２つの振動装置７ａ、７ｂの幅の広い側壁３１に平行に延びる２つの支持
ブロック２６上のそれぞれのストランドの場合の共通の空間２５内に支持されており、２
つの鋳型の幅の狭い内部側壁は、互いに近接して隣り合うように配置されている。近接し
て隣り合うタイプの構成は、２つの鋳型中のこれら幅の狭い側壁３２、３３の異なる具体
化を必要とする。２つの幅の狭い内部側壁３３（一の鋳型の幅の狭い側壁しか図示されて
いない）は、適切であればコーンの調整が可能である所定の位置に固定されている。２つ
の幅の狭い外側側壁３２（同様に、一の鋳型の幅の狭い側壁しか図示されていない）は、
幅の狭い側の調整装置３５に取り付けられ、このことによって異なるストランドの幅の設
定及び適切であるならばコーンの設定が可能となっている。互いに対して密に進行する２
連の鋼ストランドを同時に鋳造するための２つの鋳型５ａ、５ｂによって、後続の高度に
縮小されたタイプのストランドガイドを有することが可能となり、よって最小化された幅
を有する連続鋳造プラントの全体を可能としている。
【００４４】
　４つの支持ブロック２６（図２）のそれぞれは、複数の中心出し装置３６及び（冷却材
、電力供給などのための）中間供給部材３７のためのクイックアクションカップリング装
置を有し、支持ブロック２６は、詳細には図示されてはいないが通常良く知られているよ
うなプラグ結合部として設計され、このプラグ結合部は、それぞれのストランドに対して
使用される鋳型上の受け側接続部、あるいはそれぞれのストランドに対して使用される鋳
型上に適合し、よって、鋳型が支持ブロック２６上に直接配置されたときに、クイックア
クションで漏れの無い接続を確保する。これらのクイックアクションカップリング装置及
びセンタリング装置は、それぞれの支持ブロックの支持面及び鋳型の受け側支持面に割り
当てられている。



(11) JP 4908413 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

【００４５】
　それぞれの振動装置７、７ａ、７ｂは、保持フレーム３９を備え、この保持フレームは
プラントの骨組み４０に固定されている。保持フレーム３９は、中に固着された駆動装置
４１を有し、この駆動装置４１によって、前以て決められた振動が支持ブロック２６に伝
達される。支持ブロック２６を保持フレーム３９の中に安定化するために、保持フレーム
３９は板ばねによって形成されたガイド要素４２に結合されている。
【００４６】
　それぞれのストランドに対する２つの振動装置７ａ、７ｂ又は７ｃ、７ｄは、幅の狭い
鋼ストランドの鋳造のためのそれぞれのストランドに対する鋳型５ａ、５ｂの支持及び振
動のために共同して設けられ、２つの協働する支持ブロック２６ａ、２６ｂ、又は２６ｃ
、２６ｄの同期した振動を確保する液圧式コントロールブロック４４（図５）に接続され
ている。２つのコントロールブロック４４は、中央演算ユニット４５によって別々に起動
され、それぞれの鋼ストランドの鋳造条件に合わせて調整されている。１連の幅広の鋼ス
トランドを鋳造するための鋳型５が使用される場合には、４つの振動装置全てが協働し（
図５ｂ）、割り当てられたコントロールブロック４４はデータラインを介して、中央演算
ユニット４５によって形成された同期装置４６に接続される。
【００４７】
　図６において、分配容器３は、単一の幅広な鋼ストランド６を鋳造するための鋳型５の
上の鋳造位置に配置されている。溶融した鋼４８は、図示されていないシャドーチャネル
を介して分配容器３に導入され、分配容器３の底部の出口部４９を介して流れ、浸漬型鋳
造湯口４を通じて鋳型５の鋳造孔の中に流れる。浸漬型鋳造湯口４又は出口部４９は、分
配容器の底部に取り付けられた閉塞部材５０を割り当てられている。閉塞部材５０は液圧
式に、又は空圧式に起動可能なスライドからなり、このスライドの手段によって、溶融鋼
の供給量が制御される。
【００４８】
　同様に、図７において、同一の分配容器３が、２連の金属ストランド６ａ、６ｂを同時
に鋳造するための２つの鋳型５ａ、５ｂの上の操作位置に配置されている。２つの鋳型６
ａ、６ｂのそれぞれは、共通の分配容器３から溶融鋼を調整された量で移動させるための
閉塞部材５０を有する浸漬型鋳造湯口４を割り当てられている。
【００４９】
　それぞれの鋳型５，５ａ、５ｂの鋳造孔中の最適な溶融物の分布を確保するため、また
、異なる鋳造速度及びストランドの断面、特に異なるストランドの幅に対する要求に合わ
せるため、分配容器３の底部に割り当てられた複数の出口部４９及び閉塞部材５０が設け
られ、これらは、出口部４９の中心軸５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、５１ｄ、及び５１ｅを示
す垂直方向の一点差線によって図示されている。出口部のこれら中心軸５１ａ～５１ｅは
、個々には図示されていない鋳型の中心面内に位置する直線に沿って配置されている。割
り当てられた閉塞部材５０を有するさまざまな出口部４９を、必要に応じて浸漬型鋳造湯
口４を有して設け、使用に供することができる。例えば、１連の幅広の鋼ストランドの鋳
造に対しては、溶融鋼を中心軸５１ｃ（図６）に対応する一の中央出口部４９を介して、
若しくは中心軸５１ｂ及び５１ｄに対応する二の出口部を介して、鋳型に導入することが
可能である。２連の鋼ストランド６ａ、６ｂの同時鋳造の間、選択された鋳造幅によって
、中心軸５１ｂ及び５１ｄ、又は中心軸５１ａ、５１ｅに対応する出口部４９を使用に供
することができる。いずれの場合においても、目的は、幅広の側壁に対して中心に、かつ
幅の狭い側壁に対してできる限り中心に、即ちほとんど同じ分布で溶融鋼を鋳型５又は鋳
型５ａ、５ｂに導入することである。従って、鋳型の交換に際しては、選択された連続鋳
造の鋳型に対応する浸漬型鋳造湯口のみが分配容器に設けられる必要がある。連続鋳造プ
ラントに必要な更なる適用の全ては、工程制御によってのみ行われる。
【００５０】
　それぞれの鋼ストランドは、鋳型を離れた後、屈曲ストランドガイド８において本質的
に垂直な鋳造方向から水平な搬送方向へと向きを変えられる。図８及び図９に示すように
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、２連の同時鋳造された鋼ストランド６ａ、６ｂは、互いに独立して、密接に近接するス
トランドガイド８ａ、８ｂの中に支持されている。
【００５１】
　それぞれの独立したストランドガイド８ａ、８ｂは、連続鋳造プラントの外側弧状部の
ためのガントリー９ａ、９ｂ、及び内側弧状部のためのローラガントリー１０ａ、１０ｂ
を備えており、これらガントリーは、駆動されるローラ及び駆動されないローラからなる
密着した１対のコルセット（ｃｏｒｓｅｔ）を本質的に備えている。
【００５２】
　好ましくは、２つのストランドガイドは、互いに隣り合って位置するとともにストラン
ドガイドの部分からなるセグメントに、機能的な独立性を維持されつつ分割されている。
図８は、駆動されるローラ１２を備えるそのようなセグメント全体の断面を示し、駆動さ
れるローラ１２は２対のローラを形成するとともに、２連の鋳造ストランド６ａ、６ｂを
互いに独立した状態で支持し、搬送している。それぞれの鋼ストランドに割り当てられた
ローラは、個々の鋳造速度を固定するための駆動装置５３に取り付けられている。２つの
ストランドガイド８ａ、８ｂの外側弧状部のローラは、２つのストランドガイドを支持し
ている共通の保持フレーム５４又はセグメントフレームに支持され、ストランドガイドの
固定された側部を形成している。内側弧状部のローラは、それぞれのストランドガイド８
ａ、８ｂに対して別々に、独立したローラ保持部材５５ａ、５５ｂに支持され、共通の保
持フレーム５７又はセグメントフレームに、連接タイ（ａｒｔｉｃｕｌａｔｅｄ　ｔｉｅ
ｓ）５６ａ、５６ｂを介して固定されている。独立したローラ保持部５５ａ、５５ｂは、
詳細には図示されていないが、保持フレームのガイド上に垂直方向に移動可能であり、ロ
ーラ保持部５５１ａ、５５ｂと保持フレーム５７との間の圧力媒体シリンダー（ｐｒｅｓ
ｓｕｒｅ　ｍｅｄｉｕｍ　ｃｙｌｉｎｄｅｒ）５８ａ、５８ｂによって、それぞれの鋼ス
トランドに対して押し付けることができ、前以て決められたトルクを伝達することができ
る。外側弧状部の保持フレーム５４及び内側弧状部の保持フレーム５７は、横方向への引
っ張り装置５９を介するとともに、従来のストランドガイドセグメントの構造に対応する
ように、セグメントに固定されている。
【００５３】
　図９は、本発明によるタイプの２つの連続鋳造プラントの非常に密に隣り合う配置を示
し、プラント全体の幅が最小化されている。この場合、駆動されるローラ１２の駆動装置
５３（この駆動装置は、別様に横方向に離れて突出している）は、２つの外側ストランド
ガイドの場合のように、互いに隣り合って延びる２つの内部ガントリー８ｂ、８ａの上部
の横方向に立ち上がった位置に、遊星歯車６０、結合したアンギュラーギヤ（ａｎｇｕｌ
ａｒ　ｇｅａｒ）６１、及びカルダン軸６２を介して配置されている。２つの連続鋳造プ
ラントが本発明に従って設計されるとき、それは同様に本発明の保護範囲となる。
【００５４】
　幅の範囲が両方のストランドガイド８ａ、８ｂに亘って延びる一の幅広の鋼ストランド
の鋳造においては、図１０に示すように、駆動されるローラ１２ａ、１２ｂの駆動装置５
３ａ、５３ｂは、同期状態（ローラの回転速度）を設定するための同期装置４６によって
制御されている。同様に、鋼ストランドに対する駆動ローラの圧力の均衡は、制御ブロッ
ク６３上の同一の動き又は制御ブロック６３の同期、及び駆動装置４６又は中央演算ユニ
ットを介した圧力媒体シリンダー５８ａ、５８ｂの結果によって生じる。圧力媒体シリン
ダー５８ａは、ローラ保持部材５５ａと共通の保持フレーム５７との間で作用し、圧力媒
体シリンダー５８ｂはローラ保持部材５５ｂと共通の保持フレーム５７との間で作用し、
よって特に鋼ストランドに対する駆動ローラの個別の適用を可能としている。
【００５５】
　ストランドガイド８，８ａ、８ｂにおいて、中心部領域においてまだ液体である鋼スト
ランドの連続的な冷却は、全体が固体化されることを確実とし、ストランドの分割が可能
となるストランドの温度まで行われる。特に第１のストランドガイドセグメントでは、特
に屈曲領域において、ストランドの冷却が特に重要であると考えられる。図１１は、１連
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の幅広の鋼ストランドの鋳造に組み込まれたストランド冷却のための噴射ノズルの配置を
示し、図１２は、対応して２連の幅の狭い鋼ストランドの鋳造に組み込まれたストランド
冷却を示している。
【００５６】
噴射ノズル６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄ、６５ｅは、個別に又はグループとして作用
することができ、図示されているように、ストランドガイドに沿って、鋳造方向に延びる
複数の列、好ましくは５列の形に配置されている。最大幅の１連の鋼ストランドの鋳造に
おいては、５つの噴射ノズル全て又は噴射ノズルの列が使用に供され（図１１）、鋳造方
向又はストランドの搬送方向に対して横方向のストランドの表面上に冷却材の均一な作用
を確実とする。可能な最大幅の２連の鋼ストランドの鋳造においては、それぞれのストラ
ンドごとに２つの外側噴射ノズル６５ａ、６５ｂ及び６５ｄ、６５ｅが操作され、中央の
噴射ノズル６５ｃは停止している（図１２）。左又は右の鋼ストランドのみを鋳造するこ
ともできる。それに応じて、このストランドに割り当てられた２つの噴射ノズルのみが起
動される。このように、可能な作業状況に対する適用が基本的には可能である。
【００５７】
　本発明による連続鋳造プラントの送出領域には２つの送出ローラテーブル１５ａ、１５
ｂが配置され、これら送出ローラテーブル１５ａ、１５ｂ上に、送出ローラテーブル１５
ａ、１５ｂの両方に共同で支持された一の幅広のスラブ、又は、一のローラテーブルにそ
れぞれが割り当てられた、この幅広のスラブより幅の狭い二のスラブのどちらかが、分離
装置を離れた後さらに移動される。図１４は、一の幅広のスラブの横断搬送（ｃｒｏｓｓ
ｃｏｎｖｅｙａｎｃｅ）における状況を示し、図１５は、この幅広のスラブより幅の狭い
二のスラブの横断搬送における状況を示している。
【００５８】
　連続鋳造プラントの水平送出領域において、２つの送出ローラテーブル１５ａ、１５ｂ
は、ガス切断ローラテーブル２２ａ、２２ｂと同様に、２つの分離装置１６ａ、１６ｂの
動作範囲内で従来のように設計されている。ガス切断機として設計された２つの分離装置
は、矢印で示されたストランドの搬送方向に前後に配置され、これら２つの分離装置の距
離は、この工程で最大鋳造幅の２連の鋳造鋼ストランドのうちの一方を所定の長さに切断
することを可能とするのに十分であるようにされている。分離装置１６ａ、１６ｂのそれ
ぞれは、ガス切断ローラテーブル２２ａ、２２ｂに、従って２連の鋼ストランドのうちの
一方に割り当てられている。個々には図示していない、両方のローラテーブル上に同時に
位置している１連の鋼ストランドのみの生産においては、２つの分離装置の一方のみによ
って横断分割が行われ、第２の分離装置は待機位置にある。
【００５９】
　２つの分離装置１６ａ、１６ｂは同一の設計となっている。これら分離装置は、それぞ
れのストランドに対する跨り部材８１を備え、この跨り部材８１は、横方向の走行路８０
ａ、８０ｂ上のストランドの搬送方向に平行に移動可能であるとともに、２つのガス切断
ローラテーブル２２ａ、２２ｂに達する。２つの分離要素１７は、跨り部材８１の横断部
材８２上の水平ガイド８３の上に移動可能に配置されている。分離装置の分離要素１７は
、１連の幅広のストランド又はこの幅広のストランドより幅の狭い２連の鋼ストランドの
横断分割のために使用することができる。
【００６０】
　図１４に示すように、幅広のスラブは送出ローラテーブルの取り外し領域に配置され、
この取り外し領域には、２つの押し出しフック７０、及び送出ローラテーブル１５ａ、１
５ｂ上の位置Ａから、さらに先へ向かわせる排出搬送ローラテーブル７２ａ上の位置Ｂへ
スラブを移動する、２つの移動装置７１を備える横断搬送装置１９が配置されている。こ
の排出搬送ローラテーブルの上で、スラブはプラントの領域から取り外され、詳細には示
されていないが、更なる処理装置へ送られるか、又は保管場所へ送られる。
【００６１】
　図１５は、それぞれの送出ローラテーブル上であって、この送出ローラテーブル１５ａ
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、１５ｂの取り外し領域にある幅の狭いスラブを示しており、この領域で、２つのスラブ
はクロス搬送装置１９ａ、１９ｂの手段によって互いから離れる方向へ、排出搬送ローラ
テーブル７２ａ、７２ｂの上へと移動される。これは、送出ローラテーブル１５ａ、１５
ｂ上の位置Ａ、Ａ’から、それぞれのスラブについて送出ローラテーブルのそばに配置さ
れた排出搬送ローラテーブル７２ａ又は７２ｂ上の位置Ｂ、Ｂ’へ、移動装置７１ａ、７
１ｂ及び押し出しフック７０ａ、７０ｂの手段によって行われる。
【００６２】
　鋳造工程を開始するために、１連の幅広の鋼ストランドの鋳造のための単一の鋳型、又
はこの幅広のストランドより幅の狭い２連の鋼ストランドの鋳造のための２つの鋳型は、
従来どおりに下から鋳型の中にストランドガイドに沿って導入される擬似ストランドの手
段によって、鋳型の孔の出口側を閉塞される。
【００６３】
　図１６に示すように、二の擬似ストランド２１ａ、２１ｂに関節式に結合された擬似ス
トランドヘッド７５は、１連の幅広の鋼ストランドの鋳造のための連続鋳造用鋳型５の鋳
型孔の中に突出し、この鋳型空隙を出口側で閉塞している。２つのストランドガイド８ａ
、８ｂの駆動されるローラ１２ａ、１２ｂは一点鎖線で示されており、同期装置４６によ
って制御され、同期した状態で、二の擬似ストランド２１ａ及び２１ｂにアクセスし、よ
って擬似ストランドヘッドが２つのストランドガイドの中での搬送動作中に回転しないよ
うにされている。
【００６４】
　図１７は、幅の狭い２連の金属ストランドの鋳造を一緒に開始する場合又は別々に開始
する場合における状態を示し、擬似ストランド２１ａが、擬似ストランドヘッド部７５ａ
によって連続鋳造用鋳型５ａの出口側端部を閉塞し、同様に、擬似ストランド２１ｂが、
擬似ストランドヘッド部７５ｂによって連続鋳造用鋳型５ｂの出口側端部を閉塞している
。擬似ストランド２１ａはストランドガイド８ａに割り当てられ、駆動されるローラ１２
ａによってストランドガイドの中で独立して移動される。この完全な独立性によって、擬
似ストランド２１ｂは、駆動されるローラ１２ｂによってストランドガイド８ｂの中を搬
送することができる。従って、それぞれ個々のストランドを独立して時間的に別々に鋳造
を開始することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本質的な部品を有する本発明による連続鋳造プラントの長手方向の全体図である
。
【図２】２連の鋼ストランドの独立した鋳造に対する２つの鋳型の配置の平面図である。
【図３】２連の鋼ストランドの独立した鋳造のための鋳型及び振動装置の、図２のＢ－Ｂ
線に沿った断面図である。
【図４】１連の幅広の鋼ストランドの鋳造のための鋳型及び振動装置の、図３と同様の断
面図である。
【図５ａ】２連の独立した鋼ストランドの鋳造における振動装置の振動の制御のための結
線図である。
【図５ｂ】１連の幅広の鋼ストランドの鋳造における振動装置の振動の制御のための結線
図である。
【図６】１連の幅広の鋼ストランドの鋳造のための鋳型の上の操作位置にある分配容器の
図である。
【図７】２連の幅の狭い鋼ストランドの鋳造のための、互いに隣り合って配置された２つ
の鋳型の上の操作位置にある分配容器の図である。
【図８】本発明によるストランドガイドの鋼ストランドの搬送方向に対して横方向の断面
図である。
【図９】部分的に持ち上げられた伝動ユニットを有する本発明による二の連続鋳造プラン
トの配置図である。



(15) JP 4908413 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

【図１０】２連の鋼ストランドの鋳造におけるストランドガイドの同期の回路図である。
【図１１】１連の幅広のスラブの鋳造における注入ノズルの配置及び注入パターンを示す
図である。
【図１２】２連の幅の狭いスラブの注入における注入ノズルの配置及び注入パターンを示
す図である。
【図１３】鋳造された鋼ストランドの横断分割のための２つのガス切断装置の平面図であ
る。
【図１４】連続鋳造プラントの送出ローラテーブルからの一の幅広スラブの排出のための
横断搬送装置を示す図である。
【図１５】連続鋳造プラントの送出ローラテーブルからの二のスラブの排出のための横断
搬送装置を示す図である。
【図１６】１連の幅広の鋼ストランドの鋳造のための鋳型を閉塞するための擬似ストラン
ドを示す図である。
【図１７】２連の金属ストランドの同時鋳造のための二の鋳型を閉塞するための擬似スト
ランドを示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
１・・・取鍋
３・・・分配容器
５・・・鋳型
６、６ａ、６ｂ・・・ストランド
７、７ａ、７ｂ・・・振動装置
８、８ａ、８ｂ・・・ストランドガイド
９ａ、９ｂ、１０ａ、１０ｂ・・・ガントリー
１１・・・駆動されないローラ
１２、１２ａ、１２ｂ・・・駆動されるローラ
１５ａ、１５ｂ・・・送出ローラテーブル
１６、１６ａ、１６ｂ・・・分離装置
１７・・・分離要素
１９、１９ａ、１９ｂ・・・横断搬送装置
２１ａ、２１ｂ・・・擬似ストランド
２２ａ、２２ｂ・・・ガス切断ローラテーブル
２５・・・空間
２６、２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、２６ｄ・・・支持ブロック
２７・・・操作装置
２８・・・交換用部材
３６・・・センタリング装置
３７・・・クイックアクションカップリング装置
４１・・・駆動装置、液圧アクチュエータ
４４・・・制御ブロック
４５・・・中央演算ユニット
４６・・・同期装置
４９・・・出口部
５０・・・閉塞部材
５３・・・駆動装置
５５ａ、５５ｂ・・・ローラ保持部材
５７・・・保持フレーム
６０・・・遊星ギヤ
６１・・・アンギュラーギヤ
６２・・・カルダンシャフト



(16) JP 4908413 B2 2012.4.4

７５、７５ａ、７５ｂ・・擬似ストランドヘッド
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【図５ｂ】
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